
1 目　的

　「社会福祉施設の長の資格要件について（昭和53年2月20日付社庶第13号厚生省社会局長・児童家庭局長通知）」
および「児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（平成23年9月1
日付雇児0901第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」による社会福祉施設の長（以下、「施設長」という）
として必要な要件を満たしていない者が、通信教育（スクーリング5日間を含む）によって施設長として必要な資格
要件を取得することを目的としています。

2 受講資格

下表の「社会福祉施設の長になるための必要な資格要件」を満たしておらず、①または②に該当する方。
①社会福祉施設長就任予定がおおむね5年以内の方 ※施設長就任予定が不確定の場合は、受講できません。
②すでに就任している方

（ただし、下表の資格条件を満たしている方や下表以外の種別の社会福祉施設長（就任予定含む）の方でも受講でき
ます。）
★なお、社会福祉施設長の資格要件については、自治体ごとに基準が異なる場合がありますので、中央福祉学院では
なく、必要に応じて各都道府県・指定都市・中核市の社会福祉研修主管部（局）に照会ください。

〈参考資料〉

施設種別
社会福祉施設の長になるための必要な資格要件

（昭和53年2月20日付社庶第13号厚生省社会局長・児童家庭局長通知および平成23年9月1日
付雇児発0901 第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知等をもとに中央福祉学院が作成）

（1） 救護施設、更生施設
① 社会福祉主事任用資格の要件を有する者
② 社会福祉事業に2 年以上従事した者

（2） 盲児施設、ろうあ児施設
① 社会福祉主事任用資格の要件を有する者
② 児童福祉司任用資格の要件を有する者
③ 児童福祉事業に2 年以上従事した者

（3）
養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム

① 社会福祉主事任用資格の要件を有する者
② 社会福祉事業に2 年以上従事した者

（4） 障害者支援施設
① 社会福祉主事任用資格の要件を有する者
② 社会福祉事業に2 年以上従事した者

（5）

乳児院、
母子生活支援施設、
児童養護施設、
児童心理治療施設

次のいずれかに該当し、かつ厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けた者
① 精神保健又は小児保健（乳児院については、小児保健）に関して学識経験を有する医師
② 社会福祉士
③ 勤務する施設と同じ種別の施設に３年以上勤務した者
④ ①から③までと同等以上の能力を有する者であると都道府県知事等が認める者であって、かつ、

次のイからハまでの期間の合計が３年以上のもの又は『厚生労働大臣が指定する講習会』を修了
したもの（注）

　イ 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業（国、都道府県又は市町村の内部
組織における児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間

　ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間
　ハ 社会福祉施設に勤務した期間（イ又はロの期間を除く。）　

（注）『厚生労働大臣が指定する講習会』とは、全国社会福祉協議会が行う「社会福祉施設長資格認
定講習課程」を指す
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3 概　要

受講期間 令和6年4月1日より1年間（通信学習は6月1日より開始）
受講定員 1,000名

受講料

（1）105,600円（消費税等込額。テキスト・教材費、スクーリング授業料含む）
※スクーリング出席に係る交通費・宿泊料・食費は別途ご負担ください。

（2）納入方法
①申込後、書類選考を行い、受講決定者に振込用紙を送付します。指定期日までに一括納入し
てください。分割納入はできません。

②受講料の払込手数料は受講者または受講申込者の負担となります。
③一度納入いただいた受講料は、送付した教材を使用した場合や、通信学習開始日（6月1日）
以降に受講取消のご連絡をいただいた場合には、原則として返金に応じられません。あらか
じめご了承ください。

4 学習内容
　本課程は、①通信学習（自宅学習）、②スクーリング（集合研修）により構成されています。

1 通信学習（自宅学習）
　通信学習は4学期制で、学期毎に4科目ずつ取り組み、郵送にて答案を提出します。課題は正誤式（○×式）問題で、
100点満点です。提出課題が合格点（60点以上）に達した場合に当該履修科目の合格となります。
（1）通信学習における学習期間（学期）は以下のとおりです。

第1学期 6月1日～7月31日 第3学期 10月1日～11月30日

第2学期 8月1日～9月30日 第4学期 12月1日～1月31日

（2）履修科目は6ページの別表１に掲げる全16科目です。
（3）通信学習の学習教材（テキスト、補助教材）は、受講者に原則6月1日までに送付します。

2 スクーリング（集合研修）：連続5日間
（1）スクーリングの日程

・スクーリングでは、連続5日間の講義・演習を1回のみ受講いただきます。
・スクーリングは令和6年11月～令和7年1月のあいだに設定する予定です。詳しい日程は、受講決定時に
　書面にてお知らせいたします（受講決定前はご案内できませんのでご了承ください）。

（2）スクーリングの出席回について
・受講お申込み時に、スクーリングの希望日程は承りません。
・本学院が指定する日程をご確認いただき、万が一勤務状況、ご家族の状況等と都合がつかない場合は、
　『スクーリング出席回変更願』（ハガキ）により出席回を変更していただきます。
・『スクーリング出席回変更願』は、教材と同送する「学習の手引」に添付します。

（3）スクーリングの会場は“中央福祉学院（ロフォス湘南）”となります。
〒240-0197　神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44　TEL：046-858-1355　FAX：046-858-1356
※アクセスは、裏表紙およびホームページ（https://www.gakuin.gr.jp/）でご確認ください。

（4）受講者には、別途期間中の宿泊ホテルや食事等各種プランをご案内します。
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5 お申し込み〜受講までの流れ ※スケジュールは変更する場合もございます。

提出先は提出時期により異なります。
※受付窓口は2ヶ所です。申込書はどちらでも提出いただけます（どちらか一方にのみお申し込みください。）。

申込書
送付先

各社会福祉研修主管部(局)
※詳しくは4ページ参照

中央福祉学院
※裏表紙参照

日
　程

12月 上旬より募集開始

1月

2月

3月 上旬より募集開始 選考結果通知  中旬以降順次発送

4月

募集締切４月8日必着
選考結果通知  4月下旬以降順次発送

募集締切　４月8日必着
主管部(局)の皆さま  

中央福祉学院へ4月15日必着でお申し込み
書をご提出ください

5月 教材発送下旬～

6月 学習開始6月1日～

※ 入金締切は、選考結果通知にて改めてご案内します。
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